
運転免許証の有効期限を切らしてしまったかた

※ 下記該当番号をクリックすると手続案内が別ウィンドウで開きます

は い

いいえ

住民登録地 または

一時滞在先の都道府県警察

運転免許センター

にお問い合わせ願います。

失効後６か月以内である

⑤

失効後６か月以内である

⑥ ① ② ③④

運転免許証の有効期限が切れている ※有効期限が切れた状態で運転すると無免許運転となります

埼玉県内に住民登録がある又は住民登録はないが一時滞在先が埼玉県内である

やむを得ない理由がある〈入院、海外滞在、身柄拘束など〉

失効後６か月～

３年以内である

失効後６か月～

１年以内である

いいえ

いいえいいえ

は い

は い

いいえはい はい

は い は い

いいえ


